
平岡副市長が就任しました
問合先　秘書政策課（☎ 76‐1100）
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４月１日付で平岡副市長が就任しました。

　昭和 57年に市職員となり、下水道課長、都市建設部次長、都市建設部長、
建設部長、市シルバー人材センター第 2みどりの里所長を歴任し、今回副市
長に就任しました。

◆経歴紹介◆

　山下市政を支え、小牧市民の皆さまが健康で安全安心に暮らせますよう、
また、小牧市が持続可能で力強い発展ができますよう一意専心、副市長とし
ての職責を果たしてまいりたいと思います。
　市民の皆さまのご指導をお願いいたしまして、就任のあいさつとさせてい
ただきます。よろしくお願いいたします。

◆就任あいさつ◆
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 「第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大
会」に愛知選抜メンバーして出場する北里中2年の加藤 亜

あ
都
づ

さん（14歳）が中川教育長を訪問し、中川教育長からは激励
費が手渡されました。
加藤さんは、「昨年も選ばれたが、コロナの影響で中止と
なってしまった。昨年出場できなかった先輩の想いを胸に、
優勝目指して頑張りたい」と話しました。
中川教育長は「出場できなかった先輩の想いと仲間ととも
に、悔いのない結果が出せるよう精一杯頑張ってください」
と激励の言葉を送りました。

3/19 全国大会に出場するにあたり、
激励費が支給されました

在宅医療・介護連携サポートセンターとは知ってる？在宅医療

「在宅医療・介護連携サポートセンター」は、市医師会・小牧第一病院の協力のもと、小牧第一病院内に市が設置する相談窓口です。
在宅医療・介護に関する相談は、在宅医療・介護連携サポートセンター（☎77‐0333）へ。

　在宅医療・介護連携サポートセンターをご存
じですか。
　市は、在宅医療・介護に関する相談窓口とし
て、小牧第一病院内に「在宅医療・介護連携サ
ポートセンター」を設置しています。
　住みなれた地域で療養生活を送るために、地
域の在宅医療と介護をスムーズにつなげる支援
も行っています。

など、在宅医療等に関する相談
があれば、お気軽にお問い合わ
せください。

・将来的に自宅で療養したい。

・最期は自宅で過ごしたいが、家族に負担を
かけたくない。何か準備しておくことは？

市からの
　お知らせ

女性人材バンクにご登録ください

　小牧市男女共同参画基本計画に掲げる基本目標
「あらゆる分野への男女共同参画の促進」に向け
て、各種審議会等における女性委員の登用を促進
し、女性が積極的に政策方針決定の場に参画でき
るよう、「女性人材バンク」を設置しています。
ぜひご登録ください。
▶対象　満 20歳以上で、男女共同参画社会づく
りに関心のある女性
▶登録方法　女性人材バンク登録申請書にご記入
の上、郵送。または、多世代交流プラザ男女共
同参画係へ持参。

※登録申請書は市ホームページ（下記QRコード）
からダウンロードできます。

※女性人材バンクの登録内容は、審議会等の女性登
用にあたり活用するものであり、一般には公開し
ません。

　　なお、登録いただいても、必
ず委員をお願いするものではあ
りません。委員としてお願いす
る場合は、改めて依頼させてい
ただきます。

多世代交流プラザ
（〒485‐0041 小牧3‐555☎71‐9842）
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自転車乗車時に着用するヘルメットを、令和３年
４月１日以降に購入した場合、費用の一部を補助し
ます。
▶対象　市内に住民登録のある方（ヘルメットを使
用する者が 18才未満の場合は、保護者が申請）
▶補助内容 市内の販売店で、安全認証を受けた新
品のヘルメットを購入する
▶補助金の額　購入費用の 1/2（上限額：2,000 円）
▶申請方法　ヘルメットを購入後 2カ月以内に、申
請書に領収書を添えて提出。（安全認証の確認の
ため写真等の提示が必要）

※申請書は、市民安全課、各市民センターに設置し
ています。また、市ホームページからダウンロー
ドできます。

　市民安全課（☎ 76‐1137）

自転車乗車用ヘルメットの
購入費用の一部を補助します

マイナポイントを受け取るには、令和 3年 3月末
までにマイナンバーカードを申請する必要がありま
したが、4月末までに申請する方も対象に含めるよ
う変更となりました。
マイナポイントの対象期間は、引き続き令和
3年 9月末までです。
現在まだマイナンバーカードをお持ちでない方は

お早めにお申込みください ！
※マイナポイントとは…マイナンバーカードを使って
申込みを行い、選択したキャッシュレス決済サー
ビスでチャージまたは買物をすることにより、最大
5,000 円分（チャージ金額または利用金額の 25％）
がポイントとして付与される事業のことです。
▶マイナンバーカード取得に関するお問い合わせ
市民窓口課（☎ 76‐1122）

　マイナンバー総合フリーダイヤル
（ 0120‐95‐0718※音声ガイダンスに

従って「5番」を押してください）

マイナポイントに関する
重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化
する中で、低所得の子育て世帯に対し、実情を踏
まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生
活支援特別給付金を支給します。
対象　①令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受
けている方。（対象者には事前に通知文を郵送し
ます）②公的年金給付等を受けていることにより、
令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けてい
ない方。※児童扶養手当に係る所得制限限度額
を下回る方に限ります。③新型コロナウイルス感
染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入
が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方。
給付金額　児童１人当たり一律５万円
申請方法　①の対象の方は申請不要です。②、③
対象の方は申請が必要です。必要書類を揃えて、
こども政策課の窓口にお越しください。
支給時期　①の対象の方には４月 23日㈮に支給
予定。②、③対象の方には申請の翌月に随時支
給予定。

※上記②、③の必要書類等および国が示している
非課税世帯の子育て世帯生活支援特別給付金につ
いては、詳細が決まり次第、市ホームページ等で
周知します。

低所得の子育て世帯の生活を
支援するために一時金を支給します

（ひとり親世帯分）
こども政策課（☎ 76‐1129）


